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Ⅰ．効果的に陳情するためには 

 効果的な陳情とは、「的確なタイミングで的確な相手に的確な要望を陳情すること」である。その

ためには、税制改正のプロセスを知り、陳情時にそのプロセスのどの段階にいるのかを知ることと、

陳情先の組織及びその構成員並びにその年度の税制改正の課題を知ることが重要である。以下、効

果的な陳情方法について、自民党の組織を中心にして説明することとする。 

Ⅱ．自民党における税制改正のスケジュール（流れ） 

（Ⅱ－１）自民党における税制改正のスケジュール 

【図１】税制改正のスケジュールの例 

8/31  9/20  10/10～31 11/15～25 11/20～27 12/12～15 

各府省庁

の概算要

求及び税

制改正要

望項目の

締切日 

各種団体

の税制改

正要望の

締切日 

(9 月 15

～20 日) 

各部会にお

いて各種団

体からのヒ

アリングが

行われる

(10 月中旬

～11 月上

旬) 

部会におい

て重点要望

事項の決定

(11 月 15～

25 日) 

党税調開始

の日 

(11 月 20～

27 日) 

大綱の決定 

※日程については、その年の改正内容等により毎年異なる。

上記の表が自民党における税制改正の一般的なスケジュールである。 

まず、8月 31 日に各府省庁からの予算の概算要求と税制改正の要望項目が締め切られ、次に、9

月の中旬に民間団体からの税制改正要望項目（以下「要望項目」という。）が提出される。この段階

で、その年度の全ての要望項目が出揃うことになり、この後、部会はその要望項目のうち、どの要

望項目を『重点要望項目』にするかを検討し始め、11 月 20 日前後を目途に『重点要望項目』を決

定する。 

これらのスケジュールを踏まえると、単位税政連の陳情活動の日程は、広範囲に考えれば 9月下

旬から部会における『重点要望項目』決定の前日まで。狭く考えれば、佳境に入る 10 月中旬から『重

点要望項目』として採り上げる項目の決定の日の前日までの期間（11 月 10 日から 15 日まで）とな

る。 

この期間における団体別の陳情の方法は、以下の図２のような内容が考えられる。 

【図２】団体別の陳情方法の例 

日税政 議員会館でのキーパーソンへの陳情活動 

単位税政連 地元での単位税政連選出議員への陳情活動 

後援会 地元での被後援国会議員への陳情活動 

陳情期間 

重点陳情期間 
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各々が積極的に陳情活動をすることにより、税理士会の要望項目が部会において『重点要望項目』

として採り上げられることになる。後述するが、部会において『重点要望項目』にならないと自民

党税調（以下「党税調」という。）において議論の対象とならない。従って、原則として『重点要望

項目』にならなかった税理士会の要望項目はその年度において改正されないことになる。重要なこ

とは、税理士会の要望項目が、党税調において検討される項目となることである。そのためには、

上記の期間に日税政、単位税政連、後援会が一丸となって陳情活動をし、税理士会の要望項目を部

会において『重点要望項目』にすることである。 

（Ⅱ－２）党税調における税制改正のスケジュール（日程の例：平成 30 年度税制改正） 

【図３】平成 30 年度税制改正における日程表 

22 日 総会 議題： 
経済・金融情勢について，国・地方の財政状況、税
収動向について 

27 日 小委 議題： 部会等重点要望ヒアリング 

29 日 正副・小委 議題： 
主要項目１（個人所得課税、法人課税、事業承継税制等、固定資

産税等）

30 日 正副・小委 議題： 

主要項目２（たばこ税、観光財源の確保、森林吸収源対策に係る

地方財源の確保、地方消費税の清算基準、地方税源の偏在是正、国

際課税、納税環境整備）

  

6 日 正副・小委 議題： 一次〇× 

7 日 正副・小委 議題： 
マル政項目１（個人所得課税、法人課税、事業承継税制等、固

定資産税等）

8 日 正副・小委 議題： 

マル政項目２（たばこ税、観光財源の確保、森林吸収源対策に

係る地方財源の確保、地方消費税の清算基準、地方税源の偏在是正、

関税）

12 日 正副・小委 議題： マル政等処理案概要

13 日 正副・小委 議題： 最終とりまとめ(最終処理案)，最終○× 

14 日 
正副・小委・
総会 

議題： 平成 30 年度税制改正大綱 

部会において『重点要望項目』になった項目は、第２段階として、党税調において再度議論され

ることになる。党税調においては、２日目に『重点要望項目』とした理由等について部会長からヒ

アリングが行われ、その後、マルバツ等審議の過程を経て改正項目になるものならないもの、又は

マル政項目となるものならないもの等に振り分けられる。マル政項目となったものは更に審議され、

H29 年 11 月 

12 月 
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改正項目となるものならないものとに振り分けられる。そして、改正項目となったものは大綱に記

載されることになる。なお、マルバツ等審議の振り分けについては、参考資料④の「平成 30 年度税

制改正 自民党の税調審議の流れ」に記載してある。 

上記図３により分かると思うが、党税調における税制改正の審議は 11 月下旬から 12 月中旬まで

の短い期間で行なわれるため日程が非常にタイトであり、単位税政連では対応ができない。従って、

党税調における税制改正への対応は日税政の国対委員会及び政策委員会のうち首都圏に事務所等を

有する者が対応することになる。但し、陳情対象である国会議員によっては、その国会議員の後援

会会長に同席をお願いする場合もある。 

 図３で分かるように、要望項目とは別に『主要（検討）項目（以下「主要項目」という。）』があ

る。これは要望項目と異なり、部会における議論を要しないで党税調において審議されることにな

る。この『主要項目』については、次章「Ⅲ．」において説明する。 

Ⅲ．自民党における税制改正の審議には、大きく分けて 2 系統ある。 

 税制改正の審議には、大きく分けて『要望項目』を審議する流れと『主要項目』を審議する流れに分 

かれ、それぞれ審議の過程が異なる。 

（Ⅲ－１）『要望項目』とは 

  『要望項目』とは、「各府庁省が政策として要望する項目」又は「各種団体等がその団体の利益

のためにする要望項目並びに各種団体が国民の声を集約する要望項目」等である。従って、陳情方

法はボトムアップ型である。当然、日税政の要望項目はここに位置する。 

『要望項目』が改正項目となるか否かは、まず、第 1段階（1次予選）として自民党の政務調査

会に設置されている１４の部会において審議される。次に、いずれかの部会において『重点要望項

目』として採り上げられた要望項目だけが、第２段階（本選）として党税調で審議されることとな

る。当然、いずれの部会においても『重点要望項目』にならなかった要望は、党税調で審議される

ことはないので、原則、その年度の改正項目にはならない。 

但し、『重点要望項目』にならなかった要望項目のうち、次項「Ⅲ－２」で説明する『主要項目』

と一致する要望項目又は『主要項目』に反対する要望項目は、党税調において再度審議される。 

（※『要望項目』の例）・・・平成 30 年度税制改正の『重点要望項目』 

① 消費税における単一税率及び請求書等保存方式の維持について

② 所得控除の抜本的見直しについて

③ 中小法人に対する繰越欠損金控除制限及び外形標準課税の不適用について

④ 償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて

⑤ 個人事業者番号の導入について

（Ⅲ－２）『主要項目』とは 

『主要項目』とは、「政府・財務省・総務省が改正しようとする項目」又は「以前に附則等によ

り改正審議をすることが決められていた項目」である。従って、主要項目はトップダウン型であり、

上記１の要望項目とは異なり、直接、党税調における審議項目となる。また、その改正内容につい

ては、税制改正議論が始まる前から新聞等に掲載されることが多いため知ることができる。 

日税連としては、その内容が中小企業に過重な負担となる場合等、日税連の理念に反している場 
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合には、主要項目に反対又は一部反対であるとする要望（「Ⅲ－１」の要望項目に該当）を提出する

ことになる。 

（※『主要項目』の例） 

① 所得控除の抜本的見直し

② 中小法人に対する繰越欠損金控除制限及び外形標準課税の不適用

③ 給与所得控除、公的年金控除

Ⅳ．『要望項目』の審議過程 

（Ⅳ－１）『部会』とは 

『部会』は、位置的には自民党の政務調査会のなかの一機関であり、各府省庁とほぼ同じだけの

数（農水省は農林と水産、内閣府は第１と第２の２部会があり、総計で１４部会）がある。部会の

所掌項目はそれぞれの府省庁と同じである。例えば、住宅税制は『国土交通（国交）部会』、中小企

業税制は『経済産業（経産）部会』、地方税制は『総務部会』、その他税法全般は『財務金融（財金）

部会』である。国会議員にとって、部会は専門分野を勉強するにはふさわしい機関ではあるが、行

き過ぎると、族議員の温床ともなり得る。 

部会には、全ての会議がそうであるように、部会長、部会長代理、副部会長等（以下「部会長等」

という。）の役職者がおり、審議の最終決定をする。部会は基本的に「平場（ひらば。党に所属す

る国会議員であれば誰でも出席できる会議のこと。）」であるが、その部会内容に精通した者やこれ

から勉強しようとする者が出席する場合が多い。  

（Ⅳ－２）部会において『重点要望項目』として決定してもらうための陳情期間と陳情方法 

 日税政の税制改正の要望項目が改正項目となるためには、前述したように、１次予選として、い

ずれかの部会の審議において、『重点要望項目』として選ばれなくてはならない。従って、税政連

の陳情活動において最も重要なことは、「部会の『重点要望項目』に選ばれるように陳情すること」

であり、そのためにはどうしたら良いかということを考えなければならない。 

 陳情方法としては、「➊ 帰省時の国会議員に後援会や各単位税政連が行う陳情」と、「➋ 議員会

館等において日税政が行う陳情」の２種類がある。➊は、いわば全ての国会議員に対する絨毯爆撃

であり、対して➋は、重点陳情先に対するピンポイント爆撃である。日税政の要望項目が部会にお

いて『重点要望項目』となるためには、どちらも重要である。 

１．部会長等以外の人に対する陳情 

日税政の要望項目を採り上げる否かは、最終的には部会長等が決めるのであるが、会議におい

て「この要望は必要な改正項目である。」といった発言があれば、部会長は、審議項目として採り

上げざるを得ない。従って、議員ごとの得意とする分野を覚え、その分野を得意とする議員に発

言してくれるようお願いすることが必要である。議員の得意分野を把握するためには、その議員

の過去の役職等が記載されている要覧等を参考にする。 
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２．部会長等に対する陳情 

    部会長等に対しては、日税政の要望を採り上げて審議し、『重点要望項目』にしてくれるように

陳情を行う必要がある。部会長等のメンバーについては、自民党のホームページを見ることを薦

める。なお、陳情時期の前には、日税政から各単位税政連に対して部会長等の名簿を送るように

している。 

 

３．陳情の時期 

    部会への陳情期間は、一般的には、10 月中旬から 11 月中旬頃まで（最長で、9月下旬から部会

が『重点要望項目』を決定する日まで）である。尚、部会が『重点要望項目』を決定する日は、

その年度の政治環境、党税調の開始日の日程その他の事情によって早まることもあるので、11 月

の上旬を目途とするのが望ましい。 

    従って、各単位税政連においては、10 月の上旬までには後援会連絡会議を開催し、日税政が指

定したその年度の最重点要望項目について説明し、10 月中旬から 11 月上旬までの間に、後援会

長等が被後援議員に上手に陳情できるように指導しなければならない。単位税政連が、10 月の上

旬に後援会長連絡会議を開催するには、案内文の作成及び資料の作成等があるため、８月の下旬

又は 9月の上旬から準備に取り掛かかなければ間に合わない。 

 

４．まとめ 

    このように、部会長等や部会に出席した議員に我々の要望を聞き入れてもらう為には、選挙時

の応援活動をしっかりやっていなければ議員は相手にしてくれない。翻せば、日頃の税政連活動

や後援会活動の成果が、如実に具現化するところである。 

   よく、重要職についている国会議員の後援会から「うちの先生は忙しいから陳情する時間をと

れない」と言ったことを聞くが、選挙時に一所懸命に応援してくれた後援会に対して、約 1カ月

の間に 10 分の時間も割いてくれない国会議員はいない。選挙時に応援活動をしっかりしていない

証拠である。 

 

Ⅴ．政府税制調査会（政府税調）と自民党税制調査会（党税調） 

前述したように、税制に携わる調査会として、首相の諮問機関である『政府税調』と次年度の税

制を決定する『党税調』がある。 

 

（Ⅴ－１）『政府税調』 

政府税調は内閣府にあり、首相からの諮問を受け、中長期的な税制の方向性を検討（年度によっ

ては短期的検討）する機関である。報告書は「答申」として提出される。また、政府や財務省・総務

省の主要（検討）項目の理論武装をすることもある。 

 

（Ⅴ－２）『党税調』 

自民党の政務調査会に属する調査会のうちの一つである。過去においては、党税調の権限は絶大

であり、税制に限っては首相も口をはさめない時もあるほどであった。現在は、「政高党低」と言わ

れるように（首相）官邸の力が強大であり、官邸が税制改正の議論をしている期間内に会長の人事

にまで口をはさむようになっている。尚、自民党の税制改正大綱の決定過程においては、連立を組

んでいる公明党と意見調整をしているため、自民党の税制改正大綱と公明党の税制改正大綱は同じ

ものであり、最終的には『与党大綱』になる。『与党大綱』は、ほぼ次年度の税制改正に反映される。 
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Ⅵ．主要項目の審議過程 

   主要項目の審議は、政策的見地から特に議論すべき重要課題について取り上げ検討が行われるも

のであり、部会では審議されず、党税調の主要検討項目において初めて審議される。 

 

 

Ⅶ．党税調における審議過程 

   党税調における陳情は、図３からも分かるように日程がタイトであるため、日税政主体で行い、

陳情先は、党税調の役員及び部会長並びに小委で発言してくれる議員である。方法はピンポイント

陳情になる。 

 

（１）総会 

総会は、党税調の審議期間の最初(初日)と最後(最終日)の 2回行われ、党所属の国会議員は全て

出席できる。初日の総会では、現在の日本の経済・金融情勢及び国・地方の財政状況等の概要説明

が行われる。また、最終日の総会において、自民党税調の税制改正大綱の決定が行われる。共にセ

レモニーの様相が強い。 

 

（２）部会等重点要望ヒアリング、マルバツ等審議 

日税政の要望項目がいずれかの部会において『重点要望項目』として採り上げられると、「部会等

重点要望ヒアリング」において部会長から意見聴取する。各部会が『重点要望項目』とした項目は、

「主要項目」が議論された後に、「マルバツ等審議」にかけられる。 

 

（３）主要項目 

Ⅳの２で説明した主要検討項目は、ここで 2日間（項目が多い場合は 3日間）議論される。日税

政が、主要検討項目に反対する要望を掲げ、部会において、『重点要望項目』にならなかった場合、

この場で議論してもらうよう陳情する必要がある。 

 

（４）マルバツ等審議 

ここで審議される内容は、部会等の『重点要望項目』であり、主要検討項目ではない。結果とし

て、以下の記号のように振り分けがなされる。（より詳細なものは、参考資料①に記載しているので、

併せて参考として頂きたい。） 

【図４】要望の振り分け記号表 

○ 今年改正する項目 

× 今年は改正しない項目 

マル政 後日改めて審議する項目 

△ 検討し、後日報告する項目 

二重△ 長期検討項目 

従って、○✕等審議において[○]、[マル政]、[△]の記号となるために第２回目の陳情（期間は

小委の直前まで）を行う必要がある。 
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（５）マル政事項 

「（４）マルバツ等審議」により[マル政]となった項目と主要検討項目のうちマル政となった項目

は、『マル政事項』として、今年度の改正項目にするかどうかの議論が行われる。従って、日税政の

要望項目がマル政事項となった場合は、今年度の改正項目として実現されるよう陳情しなければな

らない。この陳情が、ほぼ、その年度の税制改正要望の最後の陳情である。 

 

（６）マル政事項処理案 

   マル政事項として議論された項目が、ここで、次年度の改正項目となるか否か決定される。この

段階での発表資料は図表を用いたものが多く、資料として役立つ。尚、政治的判断に結論が出てい

ない項目は、ペンディング（「Ｐ」）として記載される。「Ｐ」と記載された項目については、イン

ナー又は会長預かりとなる。 

 

（７）最終処理案 

   マル政事項処理案でペンディングとなった項目に対して結論がほぼ出される。但し、まだ、ペン

ディングとなっている項目もたまにあるが、それは、会長一任となる。 

 

（８）総会（大綱の決定） 

総会で、その年度の大綱が決定される。 

 

 

Ⅷ．党税調の会議の種類 

 

（１）総会 

「Ⅶ．」章の（１．）項で説明したため省略。 

 

（２）インナー（非公式幹部会） 

党内における税制改正の議論の方法・方針を決める他、税制改正の最終決定を行う機関である。 

現在の自民税調のインナーのメンバー数は８人であり、構成員は参考資料②の名簿のとおりであ

る。（なお、同じ与党である公明党の税調にもインナーが存在し、メンバー数は６人である。構成

員は参考資料③の名簿のとおりであるので、併せて参考にされたい。） 

 

（３）正副・顧問・幹事会議（略して「正副」） 

正副は、参考資料②の名簿に記載されている自民税調の役員全てで開かれる会議である。主に、

党税調の開催期間の午前中に開かれ、役員等間の協議が行われる。 

 

（４）小委員会（略して「小委」） 

自民党所属の全ての国会議員が出席できるので平場とも呼ばれる。小委で優先的にかつ複数回の

発言が認められる者は部会長であるが、その他の国会議員も発言することが出来る。 
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（１）自民党税調の役員（37 人内インナー8人。ゴシック体は「インナー」のメンバー） 

会長 宮澤 洋一 

最高顧問 野田 毅 

小委員長 額賀 福志郎 

副会長 

甘利 明   石原 伸晃  衛藤 征士郎 小渕 優子  金田 勝年 

鴨下 一郎  河村 建夫  塩崎 恭久  塩谷 立   中谷 元 

根本 匠   細田 博之  村上 誠一郎 森山 裕   山口 俊一  

山本 幸三  山本 有二  溝手 顕正 

幹事 

穴見 陽一  石田 真敏  伊東 良孝  井上 信治  後藤 茂之 

坂本 哲志  竹本 直一  谷  公一  古川 禎久  御法川 信英 

山際 大志郎 愛知 治郎  石井 正弘  金子 原二郎 古賀 友一郎 

西田 昌司 

 

（２）重要部会の構成委員 

財務金融部会 

部会長 義家 弘介 

部会長代理 井林 辰憲  神田 憲次  渡邉 美樹 

副部会長 
小田原 潔  武村 展英  藤丸 敏   堀内 詔子  

牧島かれん  宗清 皇一  長谷川 岳  石田まさひろ  

三木 亨   松川 るい 

経済産業部会 

部会長 城内 実 

部会長代理 神山 佐市  小林 鷹之  宮本 周司 

副部会長 

穴見 陽一  石川 昭政  大西 英男  大見 正 

佐々木 紀  田畑  毅  武井 俊輔  細田 健一 

宮澤 博行  八木 哲也  山田 賢司  山田 美樹 

岡下 昌平  井原 巧   太田 房江  大野 泰正 

滝波 宏文  二ノ湯 武史 こやり隆史  佐藤 啓 

総務部会 

部会長 原田 憲治 

部会長代理 金子 万寿夫 冨樫 博之  藤川 政人 

副部会長 
池田 道孝  菅家 一郎  牧島かれん  務台 俊介 

渡辺 孝一  島田 三郎  柘植 芳文  そのだ修光 

徳茂 雅之 

 

（３）その他の部会の部会長 

内閣第一部会長 永岡 桂子  内閣第二部会長 石原 宏高 

国防部会長 若宮 健嗣  外交部会長 阿達 雅志 

文部科学部会長 赤池 誠章  厚生労働部会長 橋本 岳 

農林部会長 野村 哲郎  水産部会長 江島 潔 

国土交通部会長 盛山 正仁  環境部会長 関 芳弘 

法務部会長 中西 健治  
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（１）公明党税調の役員（15 人内インナー6人。ゴシック体は「インナー」のメンバー） 

会長 斉藤 鉄夫 

顧問 井上 義久  北側 一雄 

会長代理 赤羽 一嘉 

副会長 若松 謙維  富田 茂之  魚住 裕一郎  山本 香苗  桝屋 敬悟 

事務局長 西田 実仁 

事務局次長 稲津 久   宮﨑 勝   竹谷 とし子  伊藤 渉   竹内 譲 

 

（２）重要部会の構成委員 

財政・金融部会 

部会長 竹内 譲 

部会長代理 宮﨑 勝 

副部会長 横山 信一  里見 隆治  伊藤 渉   伊佐 進一 

経済産業部会 

部会長 富田 茂之 

部会長代理 矢倉 克夫 

副部会長 國重 徹   伊藤 孝江  赤羽 一嘉  江田 康幸 

総務部会 

部会長 秋野 公造 

部会長代理 高木 陽介 

副部会長 竹谷とし子  太田 昌孝  佐藤 茂樹  山本 博司 

 

（３）その他の部会の委員長 

内閣部会 佐藤 茂樹  法務部会 國重 徹 

外交部会 山本 香苗  安全保障部会 濵地 雅一 

文部科学部会 浮島 智子  厚生労働部会 桝屋 敬悟 

農林水産部会 佐藤 英道  国土交通部会 赤羽 一嘉 

環境部会 江田 康幸  復興・防災部会 高木 陽介 

決算・行政監視部会 濱村 進  
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1
2
月

1
2
日

（
火

）
1
2
月

1
3
日

（
水

）
1
2
月

1
4
日

（
木

）

N
o
.

記
号

審
議

日
N

o
.

記
号

審
議

日

1
◆

1
◆

2
◆

2
◆

3
◆

3
◆

4
◆

4
◆

5
◆

5
◆

6
◆

6
◆

7
◆

7
◆

8
◆

8
◆

9
◆

9
◆

1
0

◇
1
0

1
1

◇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

(例
)

関
税

部 会 要 望 重 点 項 目

一 覧 に な い 項 目

地
方

消
費

税
の

清
算

基
準

た
ば

こ
税

地
方

税
源

の
偏

在
是

正

[主 要 項 目 ] ( ト ッ プ ダ ウ ン ) [要 望 項 目 ] ( ボ ト ム ア ッ プ )

国
土

交
通

部
会

環
境

部
会

家
族

の
絆

を
守

る
特

命
委

員
会

地
方

創
生

実
行

統
合

本
部

国
防

部
会

総
務

部
会

法
務

部
会

農
林

部
会

水
産

部
会

経
済

産
業

部
会

外
交

部
会1
1
月

2
7
日

（
月

）

主
要

検
討

項
目

森
林

吸
収

源
対

策
に

係
る

地
方

財
源

の
確

保

要
望

聴
取

1
1
月

7
日

～
1
6
日

固
定

資
産

税
等

た
ば

こ
税

部
会

等
重

点
要

望
ヒ

ア
リ

ン
グ

1
1
/
2
9
(水

)

1
1
/
3
0
(木

)

個
人

所
得

課
税

法
人

課
税

事
業

承
継

税
制

等

国
際

課
税

納
税

環
境

整
備

◆
：
 マ

ル
政

で
も

審
議

◇
：
 主

要
項

目
の

み
の

審
議

観
光

財
源

の
確

保

地
方

消
費

税
の

清
算

基
準

 1
1
月

『
中

小
企

業
の

投
資

を
後

押
し

す
る

大
胆

な
特

例
措

置
の

創
設

』
の

記
号

の
変

遷
は

、
×

 ➔
 △

 ➔
 ○

（
1
2
月

1
3
日

(水
)）

※
当

初
の

打
ち

出
し

は
[×

]、
小

委
員

会
で

[△
]に

復
活

、
最

終
○

×
で

一
部

見
直

し
の

う
え

[○
]と

な
っ

た
。

　
1
2
月

マ ル 政 等 処 理 案 概 要

最 終 処 理 案

意
味

記
号

個
人

所
得

課
税

法
人

課
税

事
業

承
継

税
制

等

固
定

資
産

税
等

受
け

入
れ

る
(税

制
改

正
を

行
う

)

森
林

吸
収

源
対

策
に

係
る

地
方

財
源

の
確

保

総
会

1
1
月

2
2
日

（
水

）

総
会

1
2
月

7
日

(木
)・

8
日

(金
)

マ
ル

政

１ 基 本 的 考 え 方 ３ 検 討 事 項２ 税 制 改 正 の 具 体 的 内 容

税
制

改
正

要
望

項
目

の
振

り
分

け
記

号

　 報 告

（ 最 終 ○ × ）
事

務
当

局
で

検
討

し
、

後
日

報
告

す
る

検
討

し
、

後
日

報
告

す
る

マ
ル

バ
ツ

審
議

マ
ル

政
事

項

1
2
月

6
日

（
水

）

長
期

検
討

と
す

る

措
置

済

観
光

財
源

の
確

保

◆
：
 主

要
項

目
で

も
審

議

1
2
/
7
(木

)

1
2
/
8
(金

)

文
部

科
学

部
会

厚
生

労
働

部
会

△

内
閣

第
一

部
会

・
内

閣
第

二
部

会

部
会

要
望

重
点

項
目

平 成 ３ ０ 年 度 税 制 改 正 大 綱

○

財
務

金
融

部
会

法
案

の
内

容
を

み
て

検
討

す
る

×
お

断
り

す
る

（
税

制
改

正
を

行
わ

な
い

）

政
策

的
問

題
と

し
て

検
討

す
る

地
方

税
源

の
偏

在
是

正

平
成

3
0
年

度
税

制
改

正
自

由
民

主
党

税
調

審
議

の
流

れ

事 法 △ 済政

△
○

×
の

い
ず

れ
か

に
振

り
分

け

平
成

2
9
年

1
2
月

2
0
日

（
水

)

H
3
0
年

度
税

制
改

正
大

綱
勉

強
会

(埼
税

政
)

事

今
年

度
の

改
正

項
目

と
し

て
採

用

来
年

度
改

正
以

降
の

検
討

課
題

と
す

る

要
望

聴
取

を

も
と

に
、

税

制
改

正
要

望

と
し

て
取

り

上
げ

る
項

目

を
ピ

ッ
ク

ア
ッ

プ
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
で

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

さ
れ

た
『
重

点

項
目

』
に

つ

い
て

、
実

際

に
改

正
を

行

う
か

ど
う

か
検

討
。

④ 骨 太 の 方 針 ２ ０ １ ６ ・ ２ ０ １ ７ 等

③ 平 成 2
9 年 度 税 制 改 正 大 綱 の 『 検 討 事 項 』

② 税 制 抜 本 改 革 法 ７ 条

① 平 成 2
1 年 度 税 制 改 正 法 附 則 １ ０ ４ 条

検
討

項
目

各
種

業
界

団
体

・

有
識

者
等

か
ら

、

改
正

に
つ

い
て

の

要
望
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取
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意
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換
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行
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れ

る
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て

そ
の
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採
用
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リ

ン
グ

マ
ル

バ
ツ

審
議

総
務

部
会

○
受

け
入

れ
る

(税
制

改
正

を
行

う
)

厚
生

労
働

部
会

外
交

部
会

×
お

断
り

す
る

（
税

制
改

正
を

行
わ

な
い

）
安

全
保

障
部

会

『
中

小
企

業
の

投
資

を
後

押
し

す
る

大
胆

な
特

例
措

置
の

創
設

』
の

記
号

の
変

遷
は

、
×

 ➔
 △

 ➔
 ○

（
1
2
月

1
3
日

(水
)）

文
部

科
学

部
会

固
定

資
産

税
等

固
定

資
産

税
等

た
ば

こ
税

1
1
/
3
0
(木

)

森
林

吸
収

源
対

策
に

係
る

地
方

財
源

の
確

保

観
光

財
源

の
確

保
地

方
消

費
税

の
清

算
基

準

◆
：
 主

要
項

目
で

も
審

議

森
林

吸
収

源
対

策
に

係
る

地
方

財
源

の
確

保
地

方
税

源
の

偏
在

是
正

地
方

消
費

税
の

清
算

基
準

た
ば

こ
税

地
方

税
源

の
偏

在
是

正
観

光
財

源
の

確
保

平 成 ３ ０ 年 度 税 制 改 正 大 綱

個
人

所
得

課
税

1
1
/
2
9
(水

)

個
人

所
得

課
税

1
2
/
7
(木

)
法

人
課

税
法

人
課

税

事
業

承
継

税
制

等
事

業
承

継
税

制
等

最 終 処 理 案

国
際

課
税

関
税

納
税

環
境

整
備

 1
1
月

　
1
2
月

[主 要 項 目 ] ( ト ッ プ ダ ウ ン )

1
1
月

2
4
日

（
金

）
1
2
月

7
日

(木
)・

8
日

(金
)

総
会

マ
ル

政
総

会
主

要
検

討
項

目
マ

ル
政

事
項

マ ル 政 等 処 理 案 概 要

平
成

3
0
年

度
税

制
改

正
公

明
党

税
調

審
議

の
流

れ

事 法 △ 済政

△
○

×
の

い
ず

れ
か

に
振

り
分

け

平
成

2
9
年

1
2
月

2
0
日

（
水

)

H
3
0
年

度
税

制
改

正
大

綱
勉

強
会

(埼
税

政
)

事

今
年

度
の

改
正

項
目

と
し

て
採

用

来
年

度
改

正
以

降
の

検
討

課
題

と
す

る

要
望

聴
取

を

も
と

に
、

税

制
改

正
要

望

と
し

て
取

り

上
げ

る
項

目

を
ピ

ッ
ク

ア
ッ

プ
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
で

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

さ
れ

た
『
重

点

項
目

』
に

つ

い
て

、
実

際

に
改

正
を

行

う
か

ど
う

か
検

討
。

④ 骨 太 の 方 針 ２ ０ １ ６ ・ ２ ０ １ ７ 等

③ 平 成 2
9 年 度 税 制 改 正 大 綱 の 『 検 討 事 項 』

② 税 制 抜 本 改 革 法 ７ 条

① 平 成 2
1 年 度 税 制 改 正 法 附 則 １ ０ ４ 条

検
討

項
目

各
種

業
界

団
体

・

有
識

者
等

か
ら

、

改
正

に
つ

い
て

の

要
望

聴
取

・
意

見

交
換

が
行

わ
れ

る
。

◆
印

の
項

目
は

、
マ

ル
政

に
て

改
め

て
審

議
。

政
府

方
針

な
ど

を
踏

ま
え

、
今

年
度

の
改

正
テ

ー
マ

を
決

定
し

、

審
議

。

◇
印

の
項

目
は

、
改

正
項

目
と

し
て

そ
の

ま
ま

採
用

資
料
⑤
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 

（平成 29 年 7 月 10 日号） 

第１回 

（平成 29 年 7 月 3日号） 

資料⑥ 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 

（平成 29 年 7 月 24 日号） 

第３回 

（平成 29 年 7 月 17 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回 

（平成 29 年 8 月 7日号） 

第５回 

（平成 29 年 7 月 31 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 

（平成 29 年 8 月 28 日号） 

第７回 

（平成 29 年 8 月 21 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回 

（平成 29 年 9 月 11 日号） 

第９回 

（平成 29 年 9 月 4日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２回 

（平成 29 年 9 月 25 日号） 

第１１回 

（平成 29 年 9 月 18 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回 

（平成 29 年 10 月 9 日号） 

第１３回 

（平成 29 年 10 月 2 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回 

（平成 29 年 10 月 23 日号） 

第１５回 

（平成 29 年 10 月 16 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８回 

（平成 29 年 11 月 13 日号） 

第１７回 

（平成 29 年 11 月 6 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０回 

（平成 29 年 11 月 27 日号） 

第１９回 

（平成 29 年 11 月 20 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２回 

（平成 29 年 12 月 11 日号） 

第２１回 

（平成 29 年 12 月 4 日号） 
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『週刊 税のしるべ』（大蔵財務協会） 

 

 

 

 

 

第２４回 (完) 

（平成 29 年 12 月 25 日号） 

第２３回 

（平成 29 年 12 月 18 日号） 
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